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≪令和２年度子育てサポーター養成講座の様子≫　P2掲載
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子育てサポーター養成講座子育てサポーター養成講座

子育ての経験を活かしたい

子育ての役に立ちたい方 受講者募集！
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任意後見制度のお話任意後見制度のお話

「任意後見制度」は判断能力が低下した場合に備えて、最期まで自分
らしく生きるための契約です。財産管理方法、医療、介護などの希望につい
てあらかじめ決めておき、老後の不安を解消することができる制度です。

　玉名市社会福祉協議会たまな成年後見センターでは、家族や一般市民向
けに任意後見制度についての講座を開催いたします。
　本年度は、田中司法書士事務所の田中智恵美氏を講師にお招きして講演
会を開催します。制度について事例を交えながらわかりやすくお話をして
いただきます。たくさんのご参加をお待ちしています。

　子育てにおいて、不安に感じる保護者の方が子どもの特
性に合った接し方を学ぶことでうまくいくこともたくさん
あります。子どもへの関わり方と心の姿勢を学ぶ「親子育
ちの応援学級」を開催します。

《主催》社会福祉法人 玉名市社会福祉協議会
　　　  たまな成年後見センター（権利擁護課）
　　　  TEL 0968-71-0080  FAX 0968-72-0846

社会福祉法人 
玉名市社会福祉協議会
（玉名市岩崎 88-４　福祉センター内）
お申込み・お問い合わせ
TEL73－9050　FAX72－0846
http://www.tamasha.jp　担当 : 穴井

■日　時　令和 3年 8月 28日（土）
　　　　　午前 10時～ 12時まで
■場　所　玉名市福祉センター　２階　会議室 B
　　　　　（玉名市岩崎 88-4）
■内　容　講　演
　　　　　演題：おひとり様の備え
　　　　　　　　～任意後見制度のお話～
　　　　　　　　聞いてみませんか（仮題）
　　　　　講師：田中司法書士事務所
　　　　　　　　司法書士　　田中　智恵美 氏

■募集期間　令和３年６月１日から令和３年８月20日まで 
■申込方法　下記の連絡先に電話でお申込みください。
　　　　　　定員 10名
　　　　　　※定員になり次第、受付を締め切ります。

50代以上のあなたへ

（※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては中止する場合があります。）

親子育ちの応援学級親子育ちの応援学級
講師：三浦佑子 氏
保育士から心理カウンセラーへ
現在、九州AST気功クリニック

対象者：玉名市にお住まいで、発達に気がかりのある
　　　　小学生位までの子どもがいる保護者または家族の方
会　場：玉名市福祉センター　２F　会議室 B（玉名市岩崎 88-4）
定　員：会場参加・Zoom参加ともに 20名（申込先着順）
　　　　　◆講話（70分）と座談会（50分）Zoomでの参加は講話のみとなります。
　　　　　◆時間は全て 10時～12時です。

※QR コードの参加フォームか
らのお申込みまたは参加申込
書にご記入のうえ、社会福祉
協議会へ電話・FAX にてお
申込みください。

日　程 テーマ 締　切

第 1回

第 2回

第 3回

第 4回

第 5回

7月10日（土）

8月18日（水）

9月11日（土）

10月20日（水）

11月17日（水）

7月 5 日（月）

8月13日（金）

9月 6 日（月）

10月15日（金）

11月12日（金）

※新型コロナウイルスの影響により会場では実施せずにZoomだけでの開催となる可能性があります。ご了承ください。

「親」って何だろう？

「躾とは？」
～子どもの将来につなげる～

「愛のきずな」
～親子関係は肌のふれあいから～

「発見！私たちの“いいところ”」
～心の視野を広げる～

「心のゆとりを生む支えあいへ」
～私の安心できるよりどころ～

参加費
無料



〈
玉
名
町
地
区
〉

牛
嶋 

鈴
子
（
亡
夫 

正
登
）

野
田 

正
孝
（
亡
父 

秀
男
）

西
嶌 

健
司
（
亡
父 

和
範
）

〈
滑
石
地
区
〉

麻
浦 

和
信
（
亡
母 

ミ
エ
子
）

中
川 

福
巳
（
亡
母 

マ
ツ
ヨ
）

〈
大
浜
地
区
〉

松
井 

庭
子
（
亡
夫 

守
）

松
本
ヒ
ロ
子
（
亡
夫 

孝
行
）

森
永 

勝
一
（
亡
母 

初
美
）

〈
伊
倉
地
区
〉

梅
林 

淳
市
（
亡
子 

将
旨
）

〈
八
嘉
地
区
〉

住
谷 

幸
子（
亡
母 

嶋
田
ユ
キ
メ
）

谷
口 

正
子
（
亡
夫 

功
）

〈
梅
林
地
区
〉

増
本
千
津
子
（
亡
夫 

龍
雄
）

〈
玉
名
地
区
〉

荒
木
　 

勇
（
亡
母 

小
夜
子
）

草
村 

幸
寛
（
亡
母 

洋
子
）

西
嶋
眞
須
美
（
亡
父 

守
）

〈
月
瀬
地
区
〉

平
川
ひ
と
み
（
亡
夫 

久
）

〈
石
貫
地
区
〉

平
島 

幸
利
（
亡
母 

ナ
ミ
ヱ
）

善
意
の
寄
附
の
ご
紹
介

（
令
和
3
年
４
月
１
日
〜
令
和
3
年
４
月
30
日
受
付
ま
で
）

　

次
の
方
々
か
ら
社
会
福
祉
協
議
会
に
ご
寄
附
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ご
厚
意
に
感
謝
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
玉
名

市
の
福
祉
の
充
実
の
た
め
に
大
切
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。 

（
敬
称
略
・
順
不
同
）

【
一
般
寄
附
】

●
森
　
次
男

【
物
品
寄
附
】

●
寄
せ
植
え
花
　
岱
明
町
農
業
者
ク
ラ
ブ

…
…
…
…
…
…
…
…

《
香
典
返
し
》…

…
…
…
…
…
…
…
…

　

次
の
方
々
か
ら
社
会
福
祉
協
議
会
に
、香
典
返
し
に
か
え

て
ご
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。故
人
の
ご
冥
福
を
お
祈
り

い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、社
会
福
祉
の
推
進
の
た
め
に
よ
り

一
層
努
力
い
た
し
ま
す
。 

 

（
敬
称
略
・
順
不
同
）

〈
三
ツ
川
地
区
〉

石
原 

眞
弓
（
亡
母 

村
上
キ
ミ
エ
）

〈
睦
合
地
区
〉

立
石 

正
子
（
亡
夫 

哲
雄
）

西
川
　 

毅
（
亡
父 

悦
弘
）

林
田 

綾
子
（
亡
夫 

節
男
）

石
嶋
　 

司
（
亡
母 

シ
ズ
子
）

猿
渡 

久
子
（
亡
母 

澤
子
）

〈
大
野
地
区
〉

井
出 

邦
子
（
亡
夫 

司
）

〈
高
道
地
区
〉

境
　 

理
恵
（
亡
母 

貞
子
）

〈 

鍋 

地
区
〉

中
岡 

エ
ミ
（
亡
夫 

榮
一
）

杉
本
有
紀
子
（
亡
義
父 

國
雄
）

〈
横
島
地
区
〉

田
本 

福
廣
（
亡
母 

シ
ト
ミ
）

孝
富
士 

譲
（
亡
母 

春
香
）

川
本 
正
利
（
亡
妻 

定
）

山
代 
秀
文
（
亡
母 

キ
ヨ
ミ
）

島
塚
ト
ミ
子
（
亡
夫 

良
介
）

畑
野 

靜
子
（
亡
夫 
昇
）

村
川 

孝
一
（
亡
母 
藤
子
）

〈
玉
水
地
区
〉

鋤
田
富
喜
子
（
亡
夫 

進
）

荒
尾
た
か
子
（
亡
夫 

成
之
）

浦
田 

大
介
（
亡
祖
父 

　
介
）

〈
小
天
地
区
〉

中
尾
ミ
チ
子
（
亡
夫 

米
人
）

〈
小
天
東
地
区
〉

坂
本 

鉄
子
（
亡
夫 

洋
司
）

－P４－

◆相 談 日　毎月第３木曜日
◆相談時間　14：00～16：00（1件 30分）
◆場　　所　玉名市福祉センター
◆申 込 み　事前予約制（相談日の前日正午まで）
　　　　　　玉名市社会福祉協議会　TEL71-0080
※玉名市に居住する方が対象です。　※相談回数は年度内 1回のみです。
※相談内容によってはご利用できない場合がありますのでご了承ください。

無料法律相談
　日常生活における悩みの中で、法
律的な知識を必要とする諸問題につ
いて弁護士がお受けし、参考意見の
提供を行います。

マリーゴールド、ガサニア、
サルビア、ベコニアの寄
せ植え花を頂きました。
ありがとうございました

新型コロナウイルス感染症の影響による
休業や失業で、生活資金にお悩みの
みなさまへ緊急貸付に関するご案内

緊急小口資金
●貸付上限額 20万円以内
●据置期間 １年以内
●償還期限 ２年以内

総合支援資金
●貸付上限額
　2人以上世帯 月20万円以内
　単身世帯 月15万円以内
　貸付期間 原則 3か月以内
●据置期間 1年以内
●償還期限 10年以内

〒865-0016 玉名市岩崎88-4玉名市福祉センター内
社会福祉法人 玉名市社会福祉協議会 地域福祉課まで　TEL 71-0080　FAX 72-0846お問合せ先・郵送先

受付期間 令和3年6月末まで

■対象者
　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少
や失業等により、緊急かつ一時的な生計維持のための資金や生
活再建までの資金の貸付を必要とする世帯

■貸付利子／無利子　　■保証人／不要
■借入申込みに必要なもの
　①世帯全員と続柄が記載された住民票(発行3カ月以内)
　②身分を証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカー

ド、健康保険証 等)
　③申込者の預金通帳及び印鑑
　④収入が減少・失業したことが確認できる書類
　　失業の場合･･･雇用保険受給者証、源泉徴収票、離職

票、退職辞令等の写し
　　廃業の場合･･･個人事業の廃業届出の写し
　　減収の場合･･･収入が減少したことがわかる書類の写し
■借入申込方法
　①窓口での借入申込　　必要書類をご準備のうえ、玉名

市社会福祉協議会の窓口へお越しください。
　　〇相談申込受付時間：午前10時～午後４時（土日祝日

を除く）
　②郵送による借入申込
　　熊本県社会福祉協議会ホームページ
　 （www.fukushi-kumamoto.or.jp/）から関係書類を

入手のうえ、必要な書類をご用意いただき、玉名市社
会福祉協議会へ郵送してください。

※新型コロナウイルスの影響で内定が取り消された方は対象ではありません。


